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　このガイドラインは、佐伯市が発注する公共事業に係る測量、設計及び地質調査業務の委託業務
に適用するものとし、補償コンサルタント業務等の委託業務については、現段階では適用外とする。
　なお、測量・設計・地質調査委託業務であっても、着手時協議時にやむを得ない理由があると認
められた場合は、適用外とすることができる。

電子納品とは、測量、設計などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、ガイドラインに基づき作成されたものをいう。

　電子納品の目的は、最終成果を電子データで納品することで、業務の効率化、省資源・省スペ
ース化を図るとともに、将来的な利活用を行うことである。このため、最終成果として提出する
納品対象書類は、業務履行中から電子化するよう留意すること。
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佐伯市 課

佐伯市のホームページよりダウンロードできる。
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発注者は、納品された電子媒体を紙媒体とともに保管する。

佐伯市(大分県）














